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日本の保護観察に，成人の性犯罪者や覚せい剤事犯者等を対象とする，認知行動療法を基礎とした専門的処遇プロ
グラムが導入されてから，５年以上が経過した。今後３年以内に，薬物事犯者に対する刑の一部の執行猶予制度が施
行されることから，薬物事犯の大半を占める覚せい剤事犯者に対する保護観察処遇の充実強化が，特に強く求められ
ている。本稿では，より効果的な保護観察処遇のために必要な，専門的処遇プログラムの効果測定のあり方を論じる
ことを目的とした。先行研究調査の結果，次の２点を指摘した。すなわち，１）従属変数は，再犯の有無とすべきこ
と，薬物事犯者の場合は再犯期間を含めることも考えられること，２）独立変数は，保護観察の専門的処遇プログラ
ム対象者の動機づけの程度，保護観察官－保護観察対象者の関係，そして，認知行動療法プログラムとなること，で
ある。今後の課題として，動機づけの測定方法に関する更なる議論が求められる。

More than five years have passed since specialised treatment programs based on cognitive behaviour therapy
for adult sexual offenders, drug offenders, and violent offenders on probation or parole were first implemented in
Japan. Improving probation and parole treatment programs for stimulant offenders is a critical need because
within three years a new sentencing procedure will be introduced that will partially suspend sentences for drug
offenders placing them on probation rather than keeping them confined to prison, and the majority of the drug
offenders abuse stimulants. The present study considers how to measure the effectiveness of specialised
treatment programs for those offenders on probation and parole. Based on a literature review, we identify and
discuss two major points. １）We should use recidivism rates of probationers and parolees as dependent variables.
Regarding drug offenders, the period of recidivism can also be used as a dependent variable. ２）As independent
variables, we should use motivation of probationers and parolees who attend specialised treatment programs, the
relationship between probation officers and their probationers and parolees, and cognitive behaviour therapy.
Thus, the present study suggests that examining proper ways to measure motivation of probationers and parolees
is necessary to determine the success of the treatment programs.
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１．問題の背景と本論文の目的

日本の保護観察は，その対象となる人に，遵守事項
（法定の一般遵守事項と，個々の保護観察対象者に応じ
て定められる特別遵守事項）によって一定の行動を義務
付け，又は禁止するとともに，指導監督を行い，必要な
補導援護をすることによって，その再犯・再非行を防ぎ，
自立，改善更生を助ける社会内処遇である（更生保護法
〔平成１９年法律第８８号〕第４９条第１項）。保護観察の対象
となるのは，少年法に規定する保護処分を受けた者（注１）

と，刑法等に規定する刑事処分を受けた者である。後者
には，刑務所等の刑事施設から仮釈放が許された者（以

下，「仮釈放者」）と，裁判所において懲役，禁錮又は罰
金の刑に処せられたが，刑の執行を猶予され，かつ，猶
予期間中保護観察に付する旨の言渡しを受けた者（以下，
「保護観察付執行猶予者」）がある（注２）。保護観察対象者
が遵守事項に違反した場合には，仮釈放取消しなどの不
利益処分（以下，「不良措置」）がなされることがある。
２００４年１１月１７日，奈良県内において，過去に児童を対
象とするわいせつ事犯を繰り返し，保護観察付執行猶予
と仮釈放により，二度にわたって保護観察を受けていた
元保護観察対象者が，７歳の女児を誘拐し，殺害した。
このほかにも，２００４年から２００５年にかけて成人の保護観
察対象者による重大な犯罪が散発した（注３）。こうした重
大事件を契機とした国民の批判の高まりを背景に，法務
大臣は，２００５年に更生保護のあり方を考える有識者会議＊連絡先著者：羽間京子
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を設置した。そして，同会議の報告（２００６）を踏まえ，
法務省は，更生保護制度改革として，１）更生保護法の
制定，２）保護観察の充実強化（後述の専門的処遇プロ
グラムの拡大を含む），３）保護観察の実施者である保
護観察官（常勤の国家公務員）と保護司（民間篤志家で
非常勤の国家公務員）との連携の円滑化，４）刑務所出
所者等総合的就労支援対策等の推進，５）自立更生促進
センター構想の推進，６）組織・体制面の充実強化など
の施策を実施した（法務省法務総合研究所，２００７）。
更生保護法は，２００８年に施行された。同法制定の要点

は４つあるとされている。すなわち，１）従来，更生保
護の基本的な法律は，犯罪者予防更生法（昭和２４年法律
第１４２号）と執行猶予者保護観察法（昭和２９年法律第５８
号）の２つに分かれていたが，両法律の内容を整理統合
し新たな法律とするとともに，更生保護の目的を明確化
すること，２）保護観察における遵守事項について，違
反したときに不良措置をとることのできる規範であるこ
とを明示し，遵守事項の内容を見直し，加えて，必要に
応じて設定，変更，取消しができるものとすること，
３）受刑者等の円滑な社会復帰を図るため，その者の住
居，就業先その他の生活環境の調整をより能動的かつ積
極的に行うものとすること，４）仮釈放又は仮退院の審
理において犯罪被害者等から意見等を聴取する制度及び
犯罪被害者等の心情等を保護観察対象者に伝える制度を
導入すること，である（注４）。
上述の保護観察における専門的処遇プログラムは，特

別遵守事項によって義務付けが可能な，医学，心理学，
教育学，社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪
的傾向を改善するための体系化された手順による処遇で
あり，具体的には，性犯罪者処遇プログラム，覚せい剤
事犯者処遇プログラム，暴力防止プログラム，飲酒運転
防止プログラムの４種類がある（平成２０年法務省告示第
２１９号（注５））。これらのうち，最初に導入されたのは性犯
罪者処遇プログラムである。法務省は，上述した２００４年
の奈良県の女児殺害事件を契機として，２００５年に性犯罪
者処遇プログラム研究会を設置した。性犯罪者処遇プロ
グラム研究会（２００６）は，欧米諸国における実証研究に
より効果が認められている認知行動療法を基礎としたプ
ログラムが有効であるとし，また，実証的データに基づ
いた科学的検討によって，プログラムの効果と限界を明
らかにすることが必要であると指摘した。性犯罪者処遇
プログラムの導入は，更生保護法施行前の２００６年からで
あり，受講は遵守事項で義務付けられた。そのほかの３
つの専門的処遇プログラムも，認知行動療法を基礎とし
たプログラムであって，覚せい剤事犯者処遇プログラム
と暴力防止プログラムは２００８年の更生保護法施行に伴い，
また，飲酒運転防止プログラムは２０１０年から開始されて
いる。全てのプログラムは，保護観察官が保護観察所に
おいて直接実施する。このうち，性犯罪者処遇プログラ
ムが，前述の通り，最も早く導入され，一定期間経過後
の再犯の有無という結果が出ていることから，法務省保
護局（２０１２）は，我が国において初めて効果検証を実施
し，受講群と非受講群の再犯率の比較を通して，同プロ
グラムには一定の効果が認められたとしている。
２０１３年６月に，「刑法等の一部を改正する法律」及び

「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶
予に関する法律」（以下，「薬物法」）が成立・公布され
た。これらの法律により，刑事施設への初入者等を対象
とする刑の一部の執行猶予制度を実施することとなり，
加えて，薬物使用等の罪を犯した人（以下，「薬物事犯
者」）については，累犯者であっても刑の一部の執行猶
予制度を適用し，その再犯防止を図ることとなった。刑
の一部の執行猶予制度が施行されると，保護観察所は，
刑の一部の執行猶予制度の適用を受けた薬物事犯者の保
護観察対象者には，１年から５年の期間にわたる長期間
の保護観察を実施し，改善更生を図ることとなる。刑の
一部の執行猶予制度と薬物法の施行は公布後３年以内と
規定されており，施行を見据え，覚せい剤事犯者を含む
薬物事犯者の保護観察処遇を強化する必要がある。
本稿の目的は，法務省保護局（２０１２）を端緒とし，積

極的な研究の積み重ねが求められる，保護観察の専門的
処遇プログラムの効果測定のあり方を考察することにあ
る。そのために，ここでは，効果的な保護観察処遇のあ
り方を探求することが“喫緊の課題”（勝田・羽間，印
刷中）とされる，覚せい剤事犯者に焦点を当て，まず，
その動向と，保護観察における現行の覚せい剤事犯者処
遇プログラムについて述べる。次に，カウンセリング／
心理療法の治療的変化をもたらす要因に関する議論を整
理する。さらに，我が国において，司法領域以外で近年
実施されている，覚せい剤乱用者への認知行動療法によ
る治療プログラムの効果検証研究を概観する。その上で，
保護観察の専門的処遇プログラム効果測定のあり方につ
いて論じていきたい。

２．我が国における覚せい剤事犯者の動向と，保護
観察における覚せい剤事犯者処遇プログラム

我が国で乱用され法規制されている薬物のうち，検挙
人員が最も多いのは覚せい剤（平成２４年：１１，８４２人〔法
務省法務総合研究所，２０１３〕）である。薬物依存症から
の回復，特に覚せい剤からの離脱は，本人が自分の問題
であると認識することが出発点であるのは言うまでもな
いが，単に意志を強くもつことで実現できるようなもの
ではなく，再使用の危険性が常につきまとう非常に困難
な道程である（羽間，２０１１）。実際，平成２１年版犯罪白
書（法務省法務総合研究所，２００９）によれば，一般刑法
犯検挙者総数中の再犯者の割合（４１．５％）に比べ，覚せ
い剤取締法違反検挙人員の同一罪名による再犯者率は
５６．１％と非常に高い。
保護観察における覚せい剤事犯者処遇プログラムは，

１）２週間に１回程度の，保護観察所への出頭，２）保
護観察官による簡易尿検査の実施，３）保護観察官によ
る，ワークシートを用いた５つのコアとなる教育課程の
実施，からなる。このうち，３）のコアとなる教育課程
は，同プログラム導入当初は，３つの段階からなる覚せ
い剤の再乱用のモデルを採用していた。具体的には，覚
せい剤の再乱用は突然起こるものではなく，それ以前に
準備段階があり，徐々に再使用の危険性が高まっていく
中で，最終的なきっかけがあって再乱用に至るというも
のであった（勝田・羽間，２０１０）。２０１２年１０月からは，
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コアとなる教育課程を修正し，集団処遇での活用も視野
に入れ，薬物使用の引き金や予兆を自覚し，対処方法を
学ぶという内容になっている。そして，コアの教育課程
終了後は，２０１２年１０月以降に仮釈放の決定を受けて保護
観察が開始された仮釈放者は，月１回の保護観察所への
出頭により，コアの教育課程で学んだ内容の定着を図る
フォローアップの教育課程の受講と尿検査が義務付けら
れる。保護観察付執行猶予者の場合は，フォローアップ
の教育課程の受講と尿検査は任意である。

３．カウンセリング／心理療法による治療的変化を
もたらす要因

カウンセリング／心理療法の分野で数多くの治療モデ
ルが提唱され，認知行動療法を含め，それぞれのモデル
の治療的有効性を指摘するいくつもの研究がなされてい
る中で，Miller，Duncan，& Hubble（１９９７）は，デー
タをもとに，“様々なモデルの違いは，治療結果に，本
当にたいした差をもたらさない”（p.２）と指摘してい
る。そして，Lambert（１９９２）（注６）を踏まえながら，あら
ゆる治療法の中心に存在する要因は４つであり，治療的
変化に寄与する順に，１）治療外要因（クライアントと
環境），２）治療関係要因，３）モデルと技法要因，４）
期待，希望，プラシーボ要因，だとまとめている。第一
の治療外要因とは，クライアントの“強さやリソース，
苦しんできた期間，社会的援助，生活環境，その人生を
織りなす偶然の出来事などの，その人の全体の基盤”
（Miller et al.，１９９７，pp. ２５―２６）であり，カウンセリ
ング／心理療法による改善に４０％の寄与をするという。
第二の治療関係要因は，３０％の寄与率を有するとされる。
特に，クライアントの治療関係への参加の質が最も重要
であり，治療者とのカウンセリング／心理療法に動機づ
けられ，関与し，協力しているクライアントは，その経
験から最も大きな利益を受ける。そして，治療へのクラ
イアントの関与の質は，援助専門職との同盟や協調の影
響を強く受け，そのとき，クライアントが感じる治療関
係が大きな要因となるとされている。第三のモデルや技
法要因は，カウンセリング／心理療法の影響力のうち
１５％の寄与であり，第四のクライアントがカウンセリン
グ／心理療法によせる期待や変化への希望の寄与率
（１５％）と同じであると述べられている。
Prochaska & Norcross（２００７）は，カウンセリング／

心理療法の理論的な違いにかかわらず，最も一致をみた
治療的要因として，１）クライアントのセラピーに対す
るポジティブな期待，２）促進的な治療関係，を挙げて
いる。そして，クライアントのポジティブな期待は，ク
ライアントが“変化するための中心的な過程というより
も，セラピーを継続させるために必要かつ重要な要件と
して概念化されている”（Prochaska & Norcross，２００７
津田・山崎監訳 ２０１０，p.１０）と述べる。
Miller & Rollnick（２０１３）は，カウンセリング／心理

療法による変化には，クライアントの強さ，動機，リ
ソースが不可欠であり，かつ，治療者との共同関係が必
要となると指摘している。変化への動機は，クライアン
トにもともとあるとする。その上で，Miller & Rollnick

（２０１３）は，彼らが提唱し，長年，実践と考察を続けて
きたMotivational Interviewing は，欠如している動機
をインストールするのではなく，クライアントの中にあ
る動機を喚起するものであると述べている（pp.３―２４）。
以上の議論を踏まえるなら，カウンセリング／心理療

法の効果をもたらす最も重要な要因はクライアントの動
機づけであり，治療者との関係がそれを支えると考える
ことができるだろう。これらの議論は，保護観察処遇に
おいても適用されるものである（Miller & Rollnick，
２０１３）。

４．我が国における，覚せい剤乱用者を対象とした
認知行動療法プログラムの効果測定研究の状況

勝田・羽間（印刷中）は，現時点での，我が国におけ
る覚せい剤乱用者についての先行研究を調査している。
それによれば，司法領域以外での，認知行動療法を基本
とした治療プログラムの効果に関する先行研究としては，
小林（２０１３），近藤（２０１３），松本（２０１３a,b），森田・末
次・嶋根・岡坂・清重・飯塚・岩井（２００７），成瀬（２０１３）
が挙げられる。森田他（２００７）は，認知行動療法プログ
ラムの効果を，同プログラム参加者と別のプログラム参
加者の自己効力感，薬物渇望感，嗜癖重症度の比較によ
り検証しようとした。小林（２０１３）は認知行動療法プロ
グラムの効果を，同プログラム参加者と非参加者の自己
効力感，動機づけ，治療継続率の比較によって検討した。
近藤（２０１３），松本（２０１３a, b）は，それぞれ臨床現場
は異なり，また，使用した尺度に若干の違いはあるもの
の，認知行動療法プログラム受講者の自己効力感と動機
づけを断続的に測定することで，同プログラムの効果を
検証しようとした点で共通している。そして，これらの
研究では，いずれも，自己効力感は自己効力感スケール
（森田他，２００７），動機づけはStages of Change Readi-
ness and Treatment Eagerness Scale: SOCRATES （Miller
& Tonigan，１９９６）による質問紙調査によって測定され
た（近藤〔２０１３〕のみ，面接調査も実施）。この２つの
スケールは，Prochaska, DiClemente, & Norcross
（１９９２）が提唱した，依存的行動の変化の５段階，すな
わち，１）前熟考期，２）熟考期，３）準備期，４）実
行期，５）維持期を測るために使用されているものであ
る。研究結果としては，自己効力感や動機づけが認知行
動療法プログラム受講者のほうが有意に高いとするもの
（森田他，２００７）と有意差が認められなかったとするも
の（小林，２０１３）があり，認知行動療法プログラムの受
講による自己効力感や動機づけについては，上昇したと
するもの（松本，２０１３a）と全体的な上昇は見られなかっ
たとするもの（松本，２０１３b）があるなど，結果は一定
していない。
成瀬（２０１３）は，埼玉県立精神医療センター外来にお

いて実施している，認知行動療法に基づく薬物依存症再
発予防プログラムについて，同プログラムへの参加者を
対象に，自己効力感スケール及びSOCRATESの断続的
実施とともに，断薬率を測定した。その結果，自己効力
感とSOCRATES得点の上昇は認められなかったが，同
プログラムを９ヵ月以上継続している人の断薬率は，参

保護観察における専門的処遇プログラムの効果測定のあり方

１９



加の継続が９ヵ月未満である人の断薬率よりも有意に高
かったとしている。ただし，成瀬（２０１３）における断薬
とは，３ヶ月間の断薬期間があれば，断薬ありと認定さ
れるものであり，また，プログラム受講者の８０％が薬物
使用をしていたとされていることから，勝田・羽間（印
刷中）は，この研究によって，プログラムによる断薬の
効果が明らかになったとは言えないと結論づけている。

５．考察――保護観察における専門的処遇プログラ
ムの効果測定のあり方

５．１ 何を従属変数とするべきか
第３節で述べた通り，保護観察における専門的処遇プ

ログラムの効果をもたらす最も重要な要因は，同プログ
ラム対象者の動機づけであり，保護観察官との関係がそ
れを支えると考えることができる。そして，第４節で概
観したように，司法領域以外での，覚せい剤乱用者に対
する認知行動療法プログラムの効果検証にかかる先行研
究では，そのほとんどが，自己効力感スケール得点と
SOCRATES得点を従属変数としている。保護観察の専
門的処遇プログラムにおいても，同プログラム対象者の
変化の状況をとらえるために，自己効力感スケールや
SOCRATESなどを使用し検討することは一定の意義を
有するかもしれない。また，たとえば，保護観察の専門
的処遇プログラム受講者の認知の変容を定期的に測定し，
処遇の参考にすることも考えられよう。
しかし，Prochaska et al.（１９９２）も述べるように，断

薬に至る変化は直線的ではなく，失敗を繰り返してらせ
ん状に進むものであり，勝田・羽間（印刷中）は，自己
効力感スケールとSOCRATESの得点は，一時的あるい
は状況依存的であって変動性が高いものである可能性を
否定できないと指摘している。さらに，認知の変容につ
いては，久野（１９９３）が明記するように，“気づくとい
うことと，習慣として身につくということは別問題”（p.
１３１）であり，“認知の変容があっても，それが実行行為
として現れ，習慣的行動として定着するには時間を要す
る（中略）。分からないから不適応なのではなく，‘分
かっちゃいるけど止められない’ゆえに不適応”（p.１３１）
であることに留意する必要がある。久野（１９９３）は，認
知の変容は“行動を通じて知るしかない”（p.７）と指
摘する。認知の変容も，動機づけの高まりも，行動とし
て現れて始めて現実のものとなる。そもそも，保護観察
の目的の一つは，前述の通り，その対象者の再非行・再
犯の防止にある。したがって，保護観察処遇上，プログ
ラム対象者の自己効力感や動機づけを高めること，再犯
につながり得る不適切な認知の変容を図ることは極めて
重要であるが，効果測定としては，従属変数に再犯の有
無を含めない研究は，意味をなさないと言わざるを得な
い。ただし，羽間（２０１１）やProchaska et al.（１９９２）が
指摘するように，断薬の過程に再使用の危険性が常につ
きまとうことを考慮するなら，覚せい剤事犯者の場合，
再犯の有無だけなく，再犯期間の長短を従属変数に加え
ることは考えられるだろう。

５．２ 何を独立変数とするべきか，どのように測定する
か
保護観察における専門的処遇プログラムの効果測定に

おいて，何を独立変数とするべきかが，次なる課題であ
る。これまでの議論から，Miller et al.（１９９７）が挙げた
治療的変化に寄与する４つの要因のうち，治療文脈の内
側にある３要因，つまり，治療関係要因，期待や希望要
因，そして，モデルや技法要因を独立変数として考える
必要があろう。具体的には，保護観察の専門的処遇プロ
グラムにおける，保護観察官―保護観察対象者の関係，
同対象者の動機づけ，そして，認知行動療法プログラム
である。
問題は，以上のうち前２つの要因をどのように測定す

るかである。ここでは，まず，動機づけについて考察す
る。動機づけの程度と変化を，第４節で触れた小林
（２０１３）などの研究同様に，SOCRATESのような質問
紙で測ることは一つの方法である。しかし，保護観察は
権力を背景にする処遇であることから，専門的処遇プロ
グラム対象者の回答が，社会的望ましさの影響を受ける
可能性は否定できない。動機づけの測定は，できる限り，
同プログラム対象者の行動に基づくものが望ましい。そ
の観点から言うと，たとえば，一般の外来相談機関であ
れば，クライアントの来所・不来所は，動機づけを測る
指標となる重要な行動の一つである。しかし，保護観察
では，専門的処遇プログラムの受講が遵守事項で義務付
けられるため，保護観察対象者が保護観察所に来所せず，
同プログラムを履行しない場合，これは不良措置の対象
となりうる。したがって，来所するか否かを，保護観察
対象者の動機づけの判断材料の一つとすることには限界
がある。とはいえ，約束の時間と，保護観察対象者が実
際に来所した時間とのずれは，同対象者の“動機づけを
測るのに大切”（久野，１９９３，p.３３０）であり，保護観
察官が，彼／彼女らの来所時間に留意することは非常に
重要だと言える。さらには，前述のように，覚せい剤事
犯者処遇プログラムのうち，３）のコアとなる教育課程
終了後，保護観察付執行猶予者の場合は，フォローアッ
プの教育課程の受講と尿検査は任意となっている。平日
に仕事が休めないなど，物理的事情も関係はするものの，
フォローアップの教育課程と尿検査を受けるために，保
護観察所に任意に出頭する保護観察付執行猶予者は，そ
うでない人たちに比べ，動機づけはより高いと考えるこ
とができるだろう。動機づけの測定のあり方について，
更なる議論が求められる。
次に，保護観察官と保護観察対象者との関係の測定は

どのようにできるだろうか。関係要因の測定としては，
たとえば，Barret-Lennard（１９６２）による５変数がある
（Rogers，１９６１ 諸富他訳 ２００５）。すなわち，“クライ
アントが共感的に理解されたと感じる程度，治療者のク
ライアントに対する関心の水準ないし好感度，治療者の
クライアントに対する関心の無条件性，治療者の一致な
いし純粋性，治療者の自分を知られてもいい・自分を知
られたいという気持ち，である”（Tuder & Merry，２００２
岡村監訳 ２００８，p.３２）。我が国では，田畑（１９７８）が
関係要因を測定するスケールとして，“心理治療関係の
体験目録”（pp.９５―１１８）を作成している。ただし，こ
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うした関係要因の測定は，あくまでもクライアントがど
う感じるかが焦点となる（Barret-Lennard，１９６２; Miller
et al.，１９９７）。具体的には，毎回のセッション終了時に，
カウンセラーに対する知覚をクライアントに尋ねる必要
があるものである。しかし，ここでも，保護観察が権力
関係であるがゆえに，社会的望ましさが，同プログラム
対象者の回答に影響を与える可能性がある。コアとなる
教育課程の，少なくとも開始時と終了時に，担当保護観
察官以外の保護観察官による面接調査を実施することも
考えられるが，保護観察官の現在の業務量の多さを考慮
すると，実現は困難であろう。ここで，再び，クライア
ントの動機づけを治療者との関係が支えるという観点を
踏まえるなら，関係要因を直接測定しようとするよりも，
動機づけの程度や状況をより的確に測定することを通し
て，関係要因を考察していくほうが現実的かもしれない。
以上をまとめると，保護観察における専門的処遇プロ

グラムの効果測定では，少なくとも，同プログラム対象
者の動機づけの程度と，認知行動療法プログラム自体の
効果を，独立変数とする必要があると言えよう。そして，
適切な計画に基づいた研究の結果を通して，保護観察の
専門的処遇プログラムの効果はあるか，また，処遇効果
があるならば，その要因はプログラム対象者の動機づけ
か，認知行動療法プログラムか，あるいは両者の交互作
用が認められるか，などが明らかとなろう。その結果を
踏まえて，更に効果的な保護観察処遇の議論が展開され
るだろう。たとえば，プログラム対象者の動機づけがよ
り大きな要因であったなら，動機づけを支え，さらに，
高めるような保護観察官のかかわりのあり方の検討が極
めて重要となるのである。

注

１ 少年法に規定する保護処分を受けた者とは，家庭裁
判所において保護観察決定を受けた者と，家庭裁判所
において少年院送致決定を受けた後に法務省の地方機
関である地方更生保護委員会の決定によって少年院か
らの仮退院を許された者であり，そのほとんどが少年
（未成年者，女子を含む）である。

２ 保護観察の対象には，更生保護法に規定された４種
以外に，売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第２６条
の規定により保護観察に付された婦人補導院仮退院者
があるが，昭和５９年から平成２３年まで０件であるなど
実数が少ない（平成２４年に，婦人補導院からの仮退院
の許可の決定がなされた者が２人あった。）ため，本
論文では省略した。

３ ２００５年２月４日，愛知県内において，仮釈放中の保護
観察対象者が，所在不明中に，乳児を殺害した。
２００５年５月１１日には，青森県内及び東京都内において，
保護観察付執行猶予者が，女性を連続的に自宅等に監
禁し，傷害を負わせた事件が発覚した。

４ ２００７年５月２９日第１６６回国会参議院法務委員会におけ
る法務大臣の趣旨説明（第１６６回国会参議院法務委員
会議事録第１５号）。

５ 「更生保護法〔平成１９年法律第８８号〕第５１条第２項第
４号に規定する医学，心理学，教育学，社会学その他

の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するた
めの体系化された手順による処遇として定めるものを
告示する件。」

６ 丹野（２０１３）は，Lambert（１９９２）について，“こ
の総説を引用して，「治療外変化４０％，共通要因３０％」
という結論を科学的に実証されたものとして無批判に
受け入れることは問題である。”と指摘し、“心理療法
の効果の要因の実証的研究として［これらの要因を示
した］Lambert（１９９２）の図を無批判に引用しないこ
とを提案したい。もし、引用する場合は、統計学的根
拠のないイメージ図にすぎないことを明確にすべきで
ある。”と言う。

付 記

本研究は，JSPS科研費２４５３０８５４（研究代表者：羽間京
子）の助成を受けた。
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